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第１回魚沼市地域クラブ活動推進委員会

（全体進行：米山管理指導主事）

＜次第＞

１ 開会のあいさつ 松田 光正 委員長

樋口 健一 教育長

２ 議事 議長：委員長

（１） 報告（質疑含む）

① 市内地域クラブ活動の概要 【資料１】

② 地域スポーツクラブ活動体制整備事業取組状況 【資料２】

③ アンケート等のまとめ及び意見交換 【別 冊】

（２） 協議（説明・質疑）

① 魚沼市部活動地域移行の方針（確認） 【資料３】

② 令和７年度地域クラブ活動等の見込みと

令和８年度以降の学校部活動について 【資料４】

③ 地域クラブ活動参加に対する支援策 【資料５】

④ 指導者研修 【資料６】

⑤ 地域クラブ活動推進委員会の今後の予定 【資料７】

３ 連絡等

４ 閉会のあいさつ 瀧澤 治 副委員長

令和６年９月３０日(月)19:00～20:30

魚沼市役所 本庁舎 301会議室
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№ 役職等 氏　　名 所属等 備　　考

1 委員長 松田　光正 魚沼市スポーツ協会会長

2 副委員長 瀧澤　治 魚沼市文化協会会長

3 委員 上村　伯人 アドバイザー･上村医院院長 スポーツドクター

4 委員 星　俊寛 エンジョイスポーツクラブ魚沼マネジャー 総合型スポーツクラブ

5 委員 岡部　圭助 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会会長 小出小PTA会長

6 委員 酒井　直子 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会副会長
堀之内小PTA副会長
堀之内地区母親代表

7 委員 八木　勲
魚沼市スポーツ少年団本部長
魚沼市スポーツ協会事務局長

8 委員 岩田　孝志
魚沼市中学校体育連盟会長
魚沼市中学校長会長

堀之内中校長

9 委員 角山　泰章 魚沼市中学校体育連盟事務局 堀之内中教諭

10 委員 高橋　由規 中越吹奏楽連盟事務局員 広神中教諭

11 委員 樋口　健一 魚沼市教育委員会教育長

1 事務局 榎本　康子 魚沼市スポーツ協会事務局

2 事務局 小岩　末代 魚沼市文化協会事務局

3 事務局 大塚　宜男 魚沼市教育委員会事務局長

4 事務局 青柳　洋介 同 生涯学習課長

5 事務局 佐藤　充 同 生涯学習課社会体育係長

6 事務局 坂大　聡 同 生涯学習課社会教育係長

7 事務局 岡部　忍 同 学校教育課長

8 事務局 米山　智 同 学校教育課管理指導主事

9 事務局 風間　松司 同 学校教育課職員

10 事務局 柳沢　学 同 学校教育課指導主事

魚沼市地域クラブ活動推進委員

事務局
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資料１】地域クラブ概要

※代表者名、事務局名は敬称略

【種 目】軟式野球

【クラブ名】魚沼ＪＢＣ（ジュニアベースボールクラブ）

【メンバー】１年１９人、２年２０人、３年１１人、合計５０人

【練 習 日】月･水１９：００～２１：００、土９：００～１２：００

【活動場所】薬師球場、広神球場等※雨天時は堀之内中学校体育館等

【代 表】長壁 和行 【事 務 局】五十嵐誠

●男子バスケットボール

●WHITE PHOENIX（ホワイトフェニックス）

●１年６人、２年８人、３年１３人、合計２７人

●火･木･金１９：００～２１：００、土８：３０～１１：３０

●広神中体育館等

●藤原 浩 ●藤原 浩

●女子バスケットボール

●魚沼 BRUINS（ブルーインズ）

●１年３人、２年４人、３年６人、合計１３人

●火、水、金１８：３０～２０：３０、土８：３０～１１：３０

●広神中体育館、堀之内体育館等

●佐々木 貴史 ●佐々木 貴史

●女子バスケットボール

●AMBITIONS（アンビションズ）

●１年９人、２年６人、３年４人、合計１９人

●火、木１９：３０～（小出中）、１７：００～（堀之内中）

土８：３０～１１：３０

●小出中体育館、堀之内中体育館等

●池田 均 ●八木 麻子

●女子バレーボール

●魚沼米笑娘（こめっこ）ＶＢＣ（バレーボールクラブ）

●１年６人、２年２人、３年０人、合計８人

●火･水･金１８：３０～２０：３０、土８：３０～１１：３０

●広神東小体育館等

●高橋 信之 ●高橋 信之

●卓球 ●魚沼ジュニア卓球クラブ

●１年６人、２年１５人、３年１５人、合計３６人

●土８：３０～１１：３０ ※平日は各学校の部活動を実施

●小出郷総合体育館、須原第一体育館等

●椿 直樹 ●青柳 誠

●柔道 ●魚沼市柔道連盟

●１年３人、２年２人、３年７人、合計１２人

●火･金１９：１５～（小出）、火･木１９：００～（入広瀬）

土９：００～１２：００（小出）

●小出武道館、入広瀬体育館柔道場等

●岩渕 靖 ●高橋 祭也
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新規女子バレーボールクラブの開設見送りについて

昨年度発行の「令和６年度魚沼市中学校の部活動＆地域クラブ活動」や広報紙で紹介したよ

うに、中体連大会後に新たに女子バレーボールクラブを開設する予定でしたが希望者が少なか

ったため、今回は開設を見送ることになりました。
【経過】

・昨年度：各学校のバレーボール部顧問とバレーボール協会の打合せで、令和６年４月に１

クラブを開設し、中体連大会後にさらに１クラブを開設することを確認。クラブ

の性格は、一方は、大会等に積極的にチャレンジすることとし、もう一方はバレ

ーボールそのものを楽しめるようにすることとし、パンフレットや広報紙で紹介。

・５月：バレーボール協会及び学校関係者で新クラブの体制について打合せ

・７月：バレーボール協会及び学校関係者で新クラブの体制、活動曜日、活動場所等につい

て確認するとともに広報紙で紹介

・７月末から８月：説明会及び体験会を２回実施。参加希望者が少数だったため、参加者に

意向を確認したところ、６人未満で大会参加ができないのであればクラブには加入

しないとのことだったため、クラブ開設を見送ることとした。
【今後の予定】

・１０～１１月発行の広報紙で小学校６年生から中学校２年生を対象に新規バレーボールク

ラブへの加入希望者を確認

・加入希望者に活動の意向（大会への参加を望むか、大会参加にはこだわらないか）を確認

し、開設の可否を決定

・開設する場合は来年４月から活動開始となりますが、指導者と加入希望者の意向がそろえ

ば今年度内から活動可能です。

※男子についても開設希望が寄せられており、指導者からも受け入れ可能との回答がありま

すので、合わせて希望を取ります。

●剣道 ●魚沼市剣道連盟

●１年２人、２年１５人、３年５人、合計２２人

●月･木１９：００～（小出）、水･金１９：００～（湯之谷）

土８：３０～１１：３０(小出）

●小出武道館、湯之谷武道場等

●上村 哲也 ●山本 祐作

●クロスカントリースキー ●魚沼ジュニアクロカン

●１年２人、２年１人、３年３人、合計６人

●７／７（日）～１１月：原則毎週日曜午前中（トレーニング等）

１２月～３月：雪上練習

●夏季：広神中グラウンド他 冬季：近郊クロスカントリースキー場

●桜井 一敏 ●櫻井 一敏

●アルペンスキー ●魚沼ジュニアアルペン

●１年６人、２年４人、３年０人、合計１０人

●４～１０月：月･水･金１９：００～２０：３０（トレーニング等）

１１月～３月：近郊スキー場

●夏季：湯之谷小体育館 冬季：近郊スキー場

●星 直樹 ●清水 直子

●男子バスケットボール ●魚沼ＲＩＳＥ（ライズ）

●１年６人、２年７人、合計１３人

●火１９：００（堀之内中）、木１９：００土８：３０（小出中）

●堀之内中体育館、小出中体育館

●和田 道広 ●長谷川 友一
※７月から開設
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【資料２】地域スポーツクラブ活動体制整備事業

１ 事業概要

○ 各自治体の部活動地域移行がスムーズに進むよう、自治体の地域スポーツクラブ運営に

要する経費を、国、県がそれぞれ１／３ずつ負担する。

２ 令和６年度予算概要

（１） 指導者等謝金

○ 各地域クラブの体制は以下を基本とする。

・ 代表 １名

・ 指導員 ２名以上

・ 指導補助員 ２名以上

・ コーディネーター（事務局） １名

※ 活動は、指導員１名以上、指導補助員１名以上が参加し、複数で行う。

※ 謝金の支払いは月毎とするが、回数、指導者等人数については、予算の範囲内で

各クラブの実状に応じて変更してもよい。

※ 謝金支払い期間は、６月から１月

（２） 生徒及び指導者等のスポーツ安全保険料

（３） パンフレット等印刷製本費

（４） その他

○ コーディネーター人件費補助

○ 事務用消耗品費

（５） 受益者負担

○ 本事業実施の条件として、受益者負担を含めることとなっている。今年度は、参加者

１人月額 1,000円（年額 12,000円）を徴収する。

担当 日
活動 1回の時

間(目安)
週当り

回数

年間

活動週

1 回当り金

額
上限金額

指導員
平日 2時間 2回

40週

3,200円 256,000円

休日 3時間 1回 4,800円 192,000円

指導補助員
平日 2時間 2回 2,000円 160,000円

休日 3時間 1回 3,000円 120,000円

コーディネー

ター(事務局) － 2 時間 1回 2,000円 80,000円
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３ 指導者等謝金執行状況

指導員 指導補助員 指導員 指導補助員 コーディネーター

1 WHITE PHOENIX 11 8 12 12 7 4 
2 魚沼RISE
3 魚沼BRUINS 13 5 13 13 5 5 4 
4 AMBITIONS 8 5 8 3 10 2 
5 魚沼JBC 8 4 16 16 8 8 4 
6 魚沼米笑娘VBC 13 6 15 13 9 8 4 
7 魚沼ジュニア卓球 4 11 4 4 
8 魚沼市柔道連盟 9 3 17 16 4 4 4 
9 魚沼市剣道連盟 14 7 42 42 21 21 4 

10 魚沼ジュニアクロカン
11 魚沼ジュニアアルペン 8 8 4 

合計

指導員 指導補助員 指導員 指導補助員 コーディネーター

1 WHITE PHOENIX 11 8 14 1 10 7 4 
2 魚沼RISE
3 魚沼BRUINS 9 7 9 9 7 7 4 
4 AMBITIONS 8 4 14 4 4 4 4 
5 魚沼JBC 7 6 14 14 12 12 4 
6 魚沼米笑娘VBC 13 8 20 13 12 14 4 
7 魚沼ジュニア卓球 2 9 3 4 
8 魚沼市柔道連盟 8 5 16 16 8 7 4 
9 魚沼市剣道連盟 16 6 48 48 18 18 4 

10 魚沼ジュニアクロカン
11 魚沼ジュニアアルペン 10 10 4 

合計

指導員 指導補助員 指導員 指導補助員 コーディネーター

1 WHITE PHOENIX 12 8 17 16 4 
2 魚沼RISE
3 魚沼BRUINS 9 6 9 9 6 6 4 
4 AMBITIONS 7 5 9 5 5 4 1 
5 魚沼JBC 8 6 32 21 4 
6 魚沼米笑娘VBC 12 5 12 12 5 5 4 
7 魚沼ジュニア卓球 3 3 3 3 
8 魚沼市柔道連盟 9 4 30 13 4 
9 魚沼市剣道連盟 14 9 14 24 9 18 4 

10 魚沼ジュニアクロカン
11 魚沼ジュニアアルペン 8 11 6 4 

合計

実施回数 従事延べ人数
平日 休日

実施回数 従事延べ人数
平日 休日

実施回数 従事延べ人数
平日 休日

No. ４月
従事
回数 支払額平日 休日

No. ５月
従事
回数 支払額平日 休日

No. ６月
従事
回数 支払額平日 休日
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指導員 指導補助員 指導員 指導補助員 コーディネーター

1 WHITE PHOENIX 14 8 18 17 5 
2 魚沼RISE 9 1 17 8 2 2 5 
3 魚沼BRUINS 13 3 13 13 3 3 5 
4 AMBITIONS 10 4 13 4 5 2 2 
5 魚沼JBC 13 4 48 14 5 
6 魚沼米笑娘VBC 12 6 12 12 6 6 4 
7 魚沼ジュニア卓球 4 12 4 
8 魚沼市柔道連盟 9 5 36 9 6 
9 魚沼市剣道連盟 13 5 13 23 5 5 5 

10 魚沼ジュニアクロカン 4 4 4 4 
11 魚沼ジュニアアルペン 14 6 14 6 4 

合計

指導員 指導補助員 指導員 指導補助員 コーディネーター

1 WHITE PHOENIX 12 8 18 22 5 
2 魚沼RISE 9 4 15 9 7 3 4 
3 魚沼BRUINS 6 5 6 6 5 5 4 
4 AMBITIONS 10 5 10 3 5 6 2 
5 魚沼JBC 11 5 27 23 4 
6 魚沼米笑娘VBC 11 6 11 11 6 6 3 
7 魚沼ジュニア卓球 4 12 4 
8 魚沼市柔道連盟 10 3 25 3 5 
9 魚沼市剣道連盟 8 6 8 7 6 6 4 

10 魚沼ジュニアクロカン 4 4 4 4 
11 魚沼ジュニアアルペン 10 9 10 9 4 4 

合計

実施回数 従事延べ人数
平日 休日

実施回数 従事延べ人数
平日 休日

No. ７月
従事
回数 支払額平日 休日

No. ８月
従事
回数 支払額平日 休日
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【資料３】魚沼市部活動地域移行の方針（確認）

１ 魚沼市部活動地域移行の方針

「平日、休日が一体となった部活動の地域移行を進め、可能な種目については令和６年度か

ら地域移行を行い、令和７年度中の地域移行完全実施を目指す。」

２ 方針策定の背景

（１） 急速な少子化

○ 生徒数の減少に伴い、各学校では部活動が維持できず、部活動数は減少し続けている。

○ 極端に生徒数が少ない年もある。

○ 少子化のペースは県を上回っている。

（２） 教員に係る状況

○ 魚沼市は教員確保困難地域であり、遠方からの通勤者が多い。（R6.4.1）

・ 市内に自宅がある中学校教員の割合 ：約２３％

・ 市外の自宅から通勤している中学校教員の割合：約４７％

・ 自宅以外の借家に住んでいる中学校教員の割合：約３０％

○ 教員の異動サイクルが短く顧問が短期間で代わってしまう。

○ 働き方改革による時間外在校時間の見直し・短縮

R6.3.31魚沼市調べ 新潟県 HP
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（３） 既設の団体では中学生の受け入れが困難

○ 現状のスポーツ協会、文化協会、スポーツ少年団とその加盟団体等では、中学生を受け

入れることが難しく、仮に対象を休日のみとしても受け入れが難しい。

３ 魚沼市の方向性

○ 年度や大会によって合同チームを編成するのではなく、さらに学校での部活動が実施困

難になる前に継続的に活動可能な受け皿を作り、中学生が様々な種目に挑戦できる環境を

つくる。

○ 休日のみを地域移行の対象としても、すぐに実現できる見込みが立たないことから、平

日も含めた地域移行を進める。

○ 年によっては生徒数の落ち込みが大きいことから、令和 7 年度中に基本的な枠組みを作

る。

○ 令和５年度現在で学校に部活動が設置されている種目から地域移行を進める。

○ 他市町村に先駆けて地域移行を進めることで、教員確保困難地域でありながらも教員に

とって魅力ある地域であることをアピールする。
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【資料４】令和７年度地域クラブ活動の見込みと令和８年度以降の学校部活動について

○ 運動部：Ｒ７年度内での地域クラブ化を目指す。地域クラブ化できない場合、Ｒ８年度の

中体連大会には学校部活動として参加した後、部活動終了とする。

○ 文化部：Ｒ７年度内での地域クラブ化を目指す。地域クラブ化できない場合、Ｒ８年度か

らの学校部活動は行わない。吹奏楽部、音楽部（合唱）については、Ｒ７年度に地

域クラブとしてのコンクール出場に向けて準備を進める。

No 種目名等 Ｒ７ Ｒ８ R6部活動指導員

1 陸上競技 部活動 ○
2 部活動 ○
3 部活動 ○
4 部活動 ○
5 部活動 ○
6 男子バスケットボール 部活動 クラブ

7 部活動 クラブ

8 女子バスケットボール 部活動 クラブ

9 部活動 クラブ

10 軟式野球 クラブ

11 女子バレーボール クラブ

12
13 男子ソフトテニス 部活動 ○
14 部活動 ○
15 女子ソフトテニス 部活動 ○
16 部活動 ○
17 部活動 ○
18 部活動 ○
19 男子卓球 魚沼北中卓球部 部活動 クラブ ○
20 広神中卓球部 部活動 クラブ △未配置
21 湯之谷中卓球部 部活動 クラブ ○
22 小出中卓球部 部活動 クラブ ○
23 堀之内中卓球部 部活動 クラブ

24 女子卓球 魚沼北中卓球部 部活動 クラブ ○
25 広神中卓球部 部活動 クラブ ○
26 柔道 クラブ

27 剣道 クラブ

28 クロスカントリースキー クラブ

29 アルペンスキー クラブ

30 吹奏楽 部活動 ○
31 部活動 ○
32 部活動 ○
33 部活動 ○
34 文化 部活動

35 部活動 ○
36 部活動

37 部活動

38 美術 部活動

チーム名等 R6活動形態

魚沼北中陸上競技部
広神中陸上競技部
湯之谷中陸上競技部
小出中陸上競技部
堀之内中陸上競技部
WHITE PHOENIX
魚沼RISE
魚沼BRUINS
AMBITIONS
魚沼JBC
魚沼米笑娘VBC
新規クラブ 再募集予定
小出中ソフトテニス部
堀之内中ソフトテニス部
広神中ソフトテニス部
湯之谷中ソフトテニス部
小出中ソフトテニス部
堀之内中ソフトテニス部

魚沼市柔道連盟(中学部)
魚沼市剣道連盟(中学部)
魚沼ジュニアクロカン
魚沼ジュニアアルペン
魚沼北中吹奏楽部
広神中吹奏楽部
小出中吹奏楽部
堀之内中吹奏楽部
広神中文化部 今後学校等と打合せ
湯之谷中文化部(音楽) R7.4クラブ化に向けて関係者と協議中

湯之谷中文化部(科学) 今後学校等と打合せ
湯之谷中文化部(文化) 今後学校等と打合せ
小出中美術部 今後学校等と打合せ

陸上競技協会関
係者等と協議中

地域クラブ

地域クラブ
※中体連大会は参
加規程による

地域クラブ
※中体連大会は参
加規程による

ソフトテニス協
会関係者等と協
議中

地域クラブ

R7.4クラブ化に向けて関係者と
協議中

魚
沼
ジ
ュ
ニ
ア
卓
球
ク
ラ
ブ

平日のクラブ活
動について関係
者と協議中

地域クラブ
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【資料５】地域クラブ活動参加に対する支援策

１ 送迎支援

※ 委員会当日、口頭で検討状況を説明予定

２ 生活困窮世帯への支援

※ 委員会当日、口頭で検討状況を説明予定
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【資料６】指導者研修

○ 研修内容

１ 地域クラブ活動での指導に関すること

① 指導方針、活動計画、活動内容等の決定と地域クラブ内での共有

② 参加者ニーズに応じた有意義で楽しい活動

③ 体罰の防止

④ 各種ハラスメントの防止

２ 地域クラブ活動の運営事務に関すること

① 会計の管理

② 個人情報の管理

３ 中学生に関すること

① 中学生の心と体の理解

② 指導者と親が知っておくべき成長期の栄養摂取のありかた

③ いじめの未然防止、早期把握・対応

④ 問題行動への対応

４ 急病や事故等への対応

① 急病・アレルギー

② けが

③ テーピング

５ 環境・災害等への対応

① 熱中症予防及び対応

② 地震、火災、風水害等の自然災害

③ 不審者

６ 施設等の安全管理

① 施設

② 使用用具

7 その他

① 部活動地域移行や地域クラブ活動の理解

※ 上記内容を、各クラブへの説明会、市スポーツ指導者養成講座をはじめ、今後実施される

県教委や県スポーツ協会の研修と関連させながら、２～３年サイクルで各内容が網羅される

よう計画する。
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※ 昨年度からの実施状況

・R5.10.5(木) 魚沼市スポーツ協会講演会（県スポーツ協会後援事業）

講師 鈴木 春樹氏（県高野連専務理事）

演題 スポーツ指導者が身につけておきたい技術以外のこと

・R6.3.15(金) 魚沼市スポーツ指導者養成講座

講師 鈴木 聡氏（東京学芸大学副学長）

演題 楽しく効果的なスポーツ指導のヒント

・R6.8.3(土) 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会研修大会

講師 鈴木 聡氏（東京学芸大学副学長）

桑原 文博氏（県教育庁保健体育課部活動改革担当副参事）

柳沢 学

演題 今、なぜ部活動地域移行なのか

～子ども、保護者、教員にとってより良い形を探る～

※ 今後の予定

・R6.10.17(木) 魚沼市スポーツ指導者養成講座

講師 山本 明氏（日本バスケットボール協会育成テクニカル推進セレクション

シニアマネージャー）

演題 育成世代の指導に対してバスケットボール界で取り組んでいること

～勝利だけが唯一の価値ではない将来を見据えた指導の考え方～

・R6.11.28(木) 魚沼市スポーツ指導者養成講座

講師 石川 智雄氏（長岡市教育委員会学校教育課部活動地域移行室課長）

演題 地域クラブ活動に求められること ～クラブ運営、指導者～

講師 山岸 美恵子氏（管理栄養士 スポーツキッチン長岡 代表）

演題 知っておきたい！成長期の食事と栄養学
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【資料７】地域クラブ活動推進委員会の今後の予定

第２回 １１月中旬から下旬

内容 令和６年度地域クラブ活動の活動状況

令和７年度以降の地域クラブ活動の見込み

第３回 ２～３月

内容 令和６年度地域クラブ活動のまとめ

令和７年度以降の部活動地域移行の見込み

令和７年度国、県の補助事業について



- 14 -

魚沼市地域クラブ活動推進委員会設置要綱

令和 5 年 6 月 14 日

教育委員会告示第 4 号

(設置)

第1条 魚沼市教育委員会(以下｢教育委員会｣という。)は、市内に住所を有する中学校生徒の地域

スポーツクラブ及び地域文化クラブ(以下｢地域クラブ｣という。)活動に関し、今後の在り方並び

に起こり得る諸問題について協議及び検討するため、魚沼市地域クラブ活動推進委員会(以下｢委

員会｣という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討し、今後の地域クラブ活動の在り方につ

いて提言するものとする。

(1) 関係者の合意形成に関すること。

(2) 事業の実施方針の決定に関すること。

(3) 地域クラブ活動における実践の共有や検証に関すること。

(4) 域内への普及方法の検討に関すること。

(5) その他、地域クラブ活動を取り巻く環境整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 魚沼市スポーツ協会会長及び事務局長

(2) 魚沼市文化協会会長

(3) 魚沼市内スポーツ関連団体代表

(4) 魚沼市スポーツ少年団指導者代表

(5) 魚沼市中学校体育連盟会長及び事務局の職にある教諭

(6) 中越地区吹奏楽連盟加盟団体市内代表

(7) 魚沼市ＰＴＡ連絡協議会代表

(8) 魚沼市教育委員会教育長

2 委員会は、前項に定めるもののほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを

置くことができる。

(任期)

第 4 条 委員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第 5 条 委員会に委員長 1 名及び副委員長 1 名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理す

る。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下｢会議｣という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただ

し、委員の委嘱後、最初に行われる会議の招集は、教育長が行う。

2 教育委員会は、地域クラブ活動に関して協議する必要がある事項が発生したときは、委員長に

対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(庶務)

第 7 条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って

別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和 5 年 7 月 1 日から施行する。

(魚沼市部活動検討委員会設置要綱の廃止)

2 魚沼市部活動検討委員会設置要綱(令和 2 年魚沼市教育委員会告示第 2 号)は、廃止する。


